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学校施設を良好に保ち、快適な教育環境を確保することに関する意見書（案） 

 

都内の公立学校では、雨漏りが発生するなど施設の老朽化が、子どもたち

の学校生活と教育に深刻な影響を与えている。設置者である各自治体は、努

力をしているものの、財政上の制約から応急的な対応にとどまり、抜本的か

つ全面的な改修が行えない場合も少なくない。プールが老朽化し、使用が困

難になっているにもかかわらず、改修・改築に踏み切れない自治体もある。 

公立学校の設置者である各自治体は、学校教育法により、原則として施設

整備に必要な経費を負担することとされており、築４０年、５０年を迎える

学校施設も多いことから、多額の予算の確保が必要となっている。また、公

立小中学校における３５人学級の実施に伴う教室の確保、学校施設の断熱改

修やＺＥＢ化への対応も重要な課題である。 

そのため、都内自治体からは、公立学校施設の改修・改築に対する財政支

援の拡充が要望されている。 

よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、学校施設を良好に保ち、快

適な教育環境を確保する観点から、次の事項を実現するよう強く要請する。 

１ 公立学校施設整備費負担金及び学校施設環境改善交付金（以下「負担金

等」という。）を増額すること。 

２ 負担金等の対象面積や対象事業の拡大、算定割合の引上げを行うこと。 

３ 負担金等の補助単価を見直し、労務費や物価変動を反映させ地域の実情

に即したものに引き上げること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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